
集団指導平成２１年度

（特定施設入居者生活介護）

その他参考資料



その他参考資料

□ 「介護保険施設・事業所における事故等発生時の対応について （平成２０年３月１」

日付け長寿第１９２０号） ※指針・報告様式

（ ）□ 身体拘束廃止に向けた事例研究のためのアンケート調査 平成２２年１月１５日〆

□ 新型インフルエンザチラシ

□ Ｏ１５７等警報発令中チラシ

□ 結核チラシ

□ 食中毒（カンピロバクター・ノロウイルス）チラシ

□ 介護労働者の労働条件の確保・改善のポイント

□ 介護施設等への支援策チラシ

□ 防災情報配信メールサービスチラシ

□ 県からの通知等に係るメールアドレス登録票（有料老人ホーム・特定施設）

□ 質問票

□ 県民局特定施設入居者生活介護担当課一覧（平成２２年２月１日現在）









 

 

（報告様式）                                                           第１報：平成  年  月  日 

                                                                       第２報：平成  年  月  日 

介護保険事業者・事故報告書 

第１報（発生後速やかに報告） 

 

事  業  所       

名 称     ｻｰﾋﾞｽ種類        

所在地     電 話 番 号        

報告者    職名           氏 名 

利 用 者       氏 名                       （ 男 女 ） 被保険者番号  

生年月日     明･大･昭   年   月  日（  歳） 要 介 護 度       要支援（ ）・要介護（ ） 

 

 

事故の概要       

発 生 日 時       平成  年   月   日（  ）  午前・午後  時  分 頃 

発 生 場 所       □居室 □廊下 □トイレ □食堂 □浴室 □その他（             ） 

事 故 種 別       □転倒 □転落 □誤嚥･異食 □誤薬 □失踪 □食中毒 

□感染症等（      ）  □その他（                         ） 

事 故 結 果       □通院 □入院 □死亡 □骨折 □打撲･捻挫 □切傷  □その他（      ） 

事故発生時の具体的状況 

 

 

 

 

 

 

 

報告先  報告･説明日時 

医師  ／  ： 

管理者   ／  ： 

担当ＣＭ   ／  ： 

家族   ／  ： 

県民局   ／  ： 

市町村   ／  ： 

   ／  ： 

                                                                                 

第２報（第１報後２週間以内） 

事故後の対応 （利用者の状況、家族への対応等） 

 

 

 損害賠償 □有（□完結 □継続） □無  □未交渉 

事故の原因 

再発防止に関する今後の対応・方針 

注１ 介護サービス提供中に事故等が発生した場合に、この報告書を県（所管県民局）に提出してください。 

注２ 第２報提出時に事故対応が未完結の場合は、その時点での進捗状況や完結の見込みなどを、今後の対応・方針欄

に記載してください。なお、記入欄が不足する場合は、必要に応じ別に記載してください。 



（別紙） 

 

身体拘束廃止に向けた事例研究のためのアンケート調査 集計 

（特定施設入居者生活介護） 

 

 

１．施設の概要について記入してください。（平成２１年１２月現在） 

 

概 

 

要 

施 設 名  

定  員  数              人 入 居 者 数       人 

 

職 員 数 

施設職員（事務職員、調理員除く。）       人 

介護職員（常勤換算）       人 

看護職員（常勤換算）       人 

 

２．身体拘束に該当するとされている次の行為について、行っているもの（現

在は行っていないが、過去に行っていた場合も含む。）がある場合には、それ

ぞれ該当欄に○印をつけてください。 

身 体 拘 束 の 態 様 該当欄（過

去も含む。） 

①徘徊しないように、車イスやイス、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛

る。 

 

②転落しないように、ベッドに体幹や四肢をひも等で固定する。  

③自分で降りられないように、ベッドを柵（サイドレール）で囲む。  

④点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、四肢をひも等で縛る。  

⑤点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、又は皮膚をかきむし

らないように、手指の機能を制限するミトン型の手袋等をつける。 

 

⑥車イスやイスからずり落ちたり、立ち上がったりしないように、Ｙ字

型抑制帯や腰ベルト、車イステーブルをつける。 

 

⑦立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるようなイス（車イス含

む）を使用する。 

 

⑧脱衣やオムツはずしを制限するために、介護服（つなぎ服）を着せる。  

⑨他人への迷惑行為を防ぐために、ベッドなどに体幹や四肢をひも等で

縛る。 

 

⑩行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる。  

⑪自分の意思で開けることのできない居室等に隔離する。  

 



３．転倒・転落事故等の予防、事故発生時の対応について、具体的な取組があ

る場合には、それぞれ該当欄に○印をつけてください。その他の場合は、具

体的に記載してください。（複数回答可） 

具 体 的 な 取 組 該当欄 

①事故対策委員会等の内部検討組織の体制づくり  

②転倒・転落事故等防止のためのマニュアルの作成  

③特定施設サービス計画作成時における転倒等を未然に防止するための

アセスメント実施 

 

④事故報告書（ヒヤリハット報告）作成の義務付け  

⑤事故対応についての職員研修  

⑥事故発生時の対応マニュアルの作成  

⑦転倒・転落事故等の防止に効果のある福祉用具や設備の導入  

⑧その他（                           ）  

 

４．身体拘束廃止への取組状況について、それぞれ該当欄に○印をつけてくだ

さい。その他の場合は、具体的に記載してください。（複数回答可） 

取 組 状 況 該当欄 

①身体拘束廃止委員会を設置し、施設全体として取り組んでいる。  

②管理者、責任者及び各職員が身体拘束を行わないケアを決意し、事業

計画等で明文化し、施設の方針としている。 

 

③身体拘束廃止に関して、管理者及び責任者が各職員をバックアップす

る方針を徹底している。 

 

④入居者のアセスメントを十分に行い、身体拘束を行わないケアなどサ

ービスの質を高める工夫を行っている。 

 

⑤定期的に研修会又は勉強会を実施している。  

⑥実際に身体拘束廃止に成功している施設へ職員を派遣している。  

⑦身体拘束を行う場合の基準（数値化等）をマニュアル等で定めている。  

⑧緊急やむを得ない場合を判断する体制・手続きを定めている。  

⑨身体拘束廃止への理解と協力を得るため、本人・家族に対し、十分な

説明を行っている。 

 

⑩身体拘束廃止のために基準以上の十分な職員の確保を行っている。  

⑪その他（                           ）  



５．身体拘束廃止を推進するために、最も重要と思われる項目を５つ選んで、

それぞれ該当欄に○印をつけてください。その他の場合は、具体的に記載し

てください。（複数回答可） 

取 組 状 況 該当欄 

①「人間としての尊厳」を尊重する気持ちを職員が持つこと。  

②身体拘束が入居者を苦しめていることに職員が気づくこと。  

③管理者や職員が身体拘束を行わないケアを決意すること。  

④身体拘束が施設側の都合で行われているケースがあることに気づくこ

と。 

 

⑤入居者のアセスメントを十分に行うこと。  

⑥基本的なケア（排せつ、清潔、起きる、食べる、アクティビティ（よ

い刺激・その人らしさ）を徹底的に行うこと。 

 

⑦身体拘束を行わないケアの工夫を重ねること。  

⑧問題行動の原因を探り、事故防止のためのケアプランを作成すること。  

⑨身体拘束の弊害に気づくこと。（例：生理機能の低下、抑制帯等による

新たな事故発生、認知症の進行、入居者・家族の精神的苦痛など） 

 

⑩入居者・家族に十分な説明を行うこと。  

⑪施設内の介護の状況を外部に公開すること。  

⑫研修や各施設間の情報交換により、身体拘束を行わない介護技術を高

めること。 

 

⑬十分な職員の確保を図ること。  

⑭身体拘束を行わないための介護を助ける機器や設備の開発や導入を行

うこと。 

 

⑮施設内の環境の見直しを行うこと。  

⑯やむを得ずに身体拘束を行う場合は記録を付けること。  

⑰やむを得ずに身体拘束を行う場合は家族の同意を得ること。  

⑱やむを得ずに身体拘束を行う場合は施設内で必要性をチェックする機

関や責任者を設置すること。 

 

⑲県下の各施設で身体拘束廃止運動を展開すること。  

⑳その他（                           ）  

 

 

 

 



６．身体拘束を廃止する場合に有効だったケアの工夫例があれば簡単に記載し

てください。 

身 体 拘 束 の 態 様 工 夫 例 

①徘徊しないように、車イスやイス、ベッ

ドに体幹や四肢をひも等で縛る。 

 

②転落しないように、ベッドに体幹や四肢

をひも等で固定する。 

 

③自分で降りられないように、ベッドを柵

（サイドレール）で囲む。 

 

④点滴・経管栄養等のチューブを抜かない

ように、四肢をひも等で縛る。 

 

⑤点滴・経管栄養等のチューブを抜かない

ように、又は皮膚をかきむしらないよう

に、手指の機能を制限するミトン型の手

袋等をつける。 

 

⑥車イスやイスからずり落ちたり、立ち上

がったりしないように、Ｙ字型抑制帯や

腰ベルト、車イステーブルをつける。 

 

⑦立ち上がる能力のある人の立ち上がりを

妨げるようなイス（車イス含む）を使用

する。 

 

⑧脱衣やオムツはずしを制限するために、

介護服（つなぎ服）を着せる。 

 

⑨他人への迷惑行為を防ぐために、ベッド

などに体幹や四肢をひも等で縛る。 

 

⑩行動を落ち着かせるために、向精神薬を

過剰に服用させる。 

 

⑪自分の意思で開けることのできない居室

等に隔離する。 

 

⑫全般的な内容  

 



７．身体拘束の廃止に取り組んだ事例について、個別具体的な内容を記載して

ください。（代表例を１つ記載してください。２つ以上記載場合は適宜、別紙

に記入してください。） 

○対象者の状態 

 （年齢、性別、既往症、要介護度、認知症判定、ＡＤＬの状況など） 

 

 

○拘束に至った状況・経緯 

 

 

○拘束の状況、拘束の開始時期 

 

 

○拘束廃止が困難な理由 

 

 

○拘束廃止への取組状況 

 

 

○検討した（考えられる）拘束廃止の方法 

 

 

○身体拘束廃止後の対象者の状況 

 

 

  

８．身体拘束に関する御意見があれば自由に記載してください。 

 

 



新型インフルエンザ

※インフルエンザは、クシャミや咳からの飛沫（しぶき）を吸ったり、
　手指を介して鼻・口粘膜に付着して、感染します。

岡  山  県

かからないために
家に帰ったら手洗い・うがい
人混みを避ける

かかったかな？と思ったら
マスクをして、昼間に受診
　基礎疾患がある方、妊娠中の方、
　乳幼児は、特に、注意！！

うつさないために
症状があったら、

　頑張らない
　キチンと休んで自宅で療養
　マスクを着用

を
みんなで防ぐ県民運動

を
みんなで防ぐ県民運動

を
みんなで防ぐ県民運動

岡山県マスコット
ももっち

みんなで防ぐ
　新型インフルエンザ

県民運動実施中



所管の保健所にご相談ください

施　設　名 電話番号 FAX番号 所管の市町村

備 前 保 健 所 086-272-3934 086-271-0317 玉野市、瀬戸内市、
吉備中央町

備前保健所東備支所 0869-92-5180 0869-92-0100 備前市、赤磐市、
和気町

備 中 保 健 所 086-434-7024 086-425-1941 総社市、早島町

備中保健所井笠支所 0865-69-1675 0865-63-5750
笠岡市、井原市、
浅口市、里庄町、
矢掛町

備 北 保 健 所 0866-21-2836 0866-22-8098 高梁市

備北保健所新見支所 0867-72-5691 0867-72-8537 新見市

真 庭 保 健 所 0867-44-2990 0867-44-2917 真庭市、新庄村

美 作 保 健 所 0868-23-0163 0868-23-6129 津山市、鏡野町、
久米南町、美咲町

美作保健所勝英支所 0868-73-4054 0868-72-3731 美作市、勝央町、
奈義町、西粟倉村

岡 山 市 保 健 所 086-803-1262 086-803-1758 岡山市

倉 敷 市 保 健 所 086-434-9810 086-434-9805 倉敷市

所管の保健所にご相談ください
新型インフルエンザについてご心配な方は

○平日 ８時30分から17時15分

※17時15分以降は、各保健所の留守番電話等で対応します。
※医療機関への受診は、できるだけ昼間に、マスクを着用してお願いします。
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カンピロバクターは食中毒菌の一種で、わずかな菌数でも食中毒を引き起こす
ことが知られています。

また、保存状態に関わらず、新鮮な生肉ほど見つかる確率が高く、市販の鶏肉
・牛レバー等からも見つかっています。

そのため、鶏刺しや牛レバー刺し等の肉や内臓の生食、調理時の加熱不足を原
因とする食中毒が多発しています。

さらに、生肉に触れた食品や手指・調理器具を介して、菌に汚染された食品が
食中毒の原因となることもあるので注意しましょう。

カンピロバクターは食中毒菌の一種で、わずかな菌数でも食中毒を引き起こす
ことが知られています。

また、保存状態に関わらず、新鮮な生肉ほど見つかる確率が高く、市販の鶏肉
・牛レバー等からも見つかっています。

そのため、鶏刺しや牛レバー刺し等の肉や内臓の生食、調理時の加熱不足を原
因とする食中毒が多発しています。

さらに、生肉に触れた食品や手指・調理器具を介して、菌に汚染された食品が
食中毒の原因となることもあるので注意しましょう。

★ 予防のポイント
生食を避ける

調理時に注意すること

食べるときに注意すること

中心温度７５℃以上，
１分間以上

注意！注意！
特に幼児、高齢者の他、抵抗力の弱い方が発症すると、

重症になることがありますので、食べないようにしましょう。

●市販の鶏肉・牛レバー等からもカンピロバクターは見つかっています。
生食はやめましょう。

岡山県マスコット ももっち

●中心部までしっかり加熱しましょう。（中心部７５℃以上で１分間以上）
●生肉から別の食品への汚染を広げないため、次のことに注意しましょう。

〇保存する場合は、フタ付き容器やラップを使用しましょう。
〇取り扱った後は、十分に手を洗いましょう。
〇取り扱った調理器具（包丁やまな板等）は、十分に洗浄殺菌しましょう。

●焼肉等では箸を使い分けましょう。（生肉用・食事用）
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ノロウイルスは食中毒の原因となるウイルスの一種で、嘔吐、下痢、腹痛、発
熱などの症状を引き起こします。

ノロウイルス食中毒には、ノロウイルスに感染した調理従事者が、食品を汚染
したことが原因と推定される事例が多々あります。

また、ノロウイルスは二枚貝の内臓に蓄積されていることもあるので、取り扱
いに注意しましょう。

ノロウイルスは食中毒の原因となるウイルスの一種で、嘔吐、下痢、腹痛、発
熱などの症状を引き起こします。

ノロウイルス食中毒には、ノロウイルスに感染した調理従事者が、食品を汚染
したことが原因と推定される事例が多々あります。

また、ノロウイルスは二枚貝の内臓に蓄積されていることもあるので、取り扱
いに注意しましょう。

★ 予防のポイント
調理者の感染を防ぐ

調理時に注意すること

注意！注意！

中心温度８５℃以上，
１分間以上

岡山県マスコット ももっち

感染予防には手洗いが重要です！
外から帰ってきた後や食事前の手洗いを日常から徹底しま

しょう。
また、家庭内での感染も起きやすいので、調理者は家族の

健康状態にも注意しましょう。

●加熱して食べる食品は、中心部までしっかり加熱しましょう。
（中心部８５℃以上で１分間以上）
●食器、調理器具は使用の都度、洗浄・熱湯消毒をしましょう。
●調理前、用便後の手洗いを徹底しましょう。
●調理施設等では、下痢や風邪に似た症状のある場合は、食品を直接取

り扱う作業に従事しないようにしましょう。
●ノロウイルスに感染しても、症状が現れずに便にウイルスを排泄して

いる場合があります。健康状態にかかわらず手洗いを徹底し、食品に
直接触れる場合は使い捨て手袋の着用を心がけましょう。

ノロウイルスは「アルコール」や「逆性石けん」などでは
十分な消毒効果が期待できません！

手指は、石けんをよく泡立ててしっかりもみ洗いし、水で十分にウイル
スを洗い流すことが大切です。
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